
 

三重県後期高齢者医療広域連合証人等の実費弁償に関する条例 

 

平成１９年 ２月 １日条例第２４号 

改正 平成２５年 ２月１８日条例第 １号 

改正 平成３０年 ２月１９日条例第 ２号 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第２０７条及び公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２１２条第３項の規定

による実費弁償並びに三重県後期高齢者医療広域連合の機関の依頼又は要求に応

じ、公務の遂行のため出頭し、参加し、又は出席した証人、鑑定人、参考人、関係

人等（以下「証人等」という。）の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。 

（対象） 

第２条 証人等の対象は、次の各号に掲げる者とする。 

(１) 法第７４条の３第３項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した

関係人 

(２) 法第１００条第１項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者 

(３) 法第１１５条の２第１項（同法第１０９条第５項において準用する場合を含

む。）の規定により、公聴会に参加した者 

(４) 法第１１５条の２第２項（同法第１０９条第５項において準用する場合を含

む。）の規定により、参考人として出頭した者 

(５) 法第１９９条第８項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した関係人 

(６) 公職選挙法第２１２条第１項の規定により、出頭した選挙人その他の関係人 

(７) その他条例又は規則の定めるところにより出頭した者 

（実費弁償） 

第３条 前条に掲げる者に支給する実費弁償の額及び支給方法は、一般職に属する三

重県職員に支給する旅費の例による。 

附 則（平成１９年２月１日条例第２４号） 

この条例は、平成１９年２月１日から施行する。 

附 則（平成２５年２月１８日条例第１号） 

この条例は、平成２５年３月１日から施行する。 

  附 則（平成３０年２月１９日条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 


